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計画の推進体制

　子ども達の健やかな成長を実現するためには、一人ひとりが子育て支援について理解し、子育
て家庭を見守り、支えていくための連携体制が重要になります。府中町の子どもがのびのびと育ち、
全ての子どもの輝く笑顔と健やかな成長を目指します。

　本計画の推進に当たっては、庁内の関係部署が十分な連携を図り、庁内横断的に様々な取組を推進する体
制の充実を図ります。また、それぞれの関係機関が柔軟にかつ十分に連携し、円滑な就学移行ができるよう
支援します。

　多様化する子育てニーズに適切に対応するためには、職員の資質や専門性の向上も必要です。更に、専門
職だけではなく、地域における担い手の育成、確保も重要です。地域全体で子育てを支援する意識の醸成を
図り、様々な主体が子育て支援に参画できる体制づくりを推進します。

　計画の推進に当たっては、施策の推進状況等について、各年度において庁内で点検、評価を実施するとと
もに、「府中町子ども・子育て会議」を適宜開催し、子育て支援の取組に対する実施状況を検証し、今後の
取組への反映に努めます。

1 庁内連携体制の充実

2 様々な主体による推進体制づくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 計画の達成状況の点検及び評価　　　　　　　　　　　　　

府中町子ども・子育て
支援事業計画

第2期
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「府中町子ども・子育て支援事業計画」を見直しました

令和２年４月から、新たに第２期計画に取り組みます。
　第 2 期府中町子ども・子育て支援事業計画（以下「本計画」）は、第 1 期計画（平成 27 年 3 月策定）に
おける取組を見直し、アンケート結果に基づく町民の意識やニーズ、関係機関の意見等を踏まえ、当町にお
ける子育て支援に関連する様々な分野の取組を、総合的、計画的に推進するため、より実効性のある計画を
目指していきます。

　この基本理念は、子どもの成長と子育てを、行政だけでなく社会全体で支援し、子育て中の人やこれから
子育てをしようとする人たちが、安心して子どもを産み、育て、子育てに夢や喜びを感じることができるま
ちづくりを進めることを意図しています。

計画の位置付け・期間・対象

　本計画は、国の定める子ども・子育て支援法の
規定による「市町村子ども・子育て支援事業計画」
であり、「次世代育成支援対策推進法」の規定に
よる「市町村行動計画」の役割を担っています。
また、母子の健康水準を向上させるための取組を
推進する国民運動計画「健やか親子２１」の趣旨
を踏まえた計画です。

　令和 2年度から令和６年度の 5年間

計画の期間

根拠法

● 子ども・子育て支援法（関連３法）
● 次世代育成支援対策推進法

国

● 子ども・子育て支援法に基づく基本指針
● 健やか親子２１

本計画

第２期府中町子ども・子育て支援事業計画
　　　　　　　　　（令和2～ 6年度までの5年間）

就学前児童（N=596）
小　学　生（N=583）

就学前児童（N=596）
小　学　生（N=583）

満足 どちらかといえば
満足

どちらかといえば
不満

不満 無回答

府中町の子ども・子育てを取り巻く環境！！

保護者の就労状況

府中町の人口推移

妊娠期からの切れ目のない支援

96.5
92.8

0.2
0.0

0.7
0.9

0.0
0.0

0.0
0.0

2.2
4.8

0.3
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

フルタイムで働いている

フルタイムだが育休・介護休業中である

以前は働いていたが現在は働いていない

これまで働いたことがない

父親はいない

無回答

パート・アルバイト等（フルタイム以外）
で働いている

パート・アルバイト等（フルタイム以外）
だが育休・介護休業中である

フルタイムで働いている

フルタイムだが産休・育休・介護休業中である

以前は働いていたが現在は働いていない

これまで働いたことがない

母親はいない

無回答

パート・アルバイト等（フルタイム以外）
で働いている

パート・アルバイト等（フルタイム以外）
だが産休・育休・介護休業中である
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3.1

0.0
1.2

0.7
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父親の就労形態

人口・世帯数の推移

就学前児童の人口の推計

妊婦・出産時の情報提供等に対する満足度

子育てしやすいまちだと思うこと

母親の就労形態
(%) (%)

28.5

51.7 41.9 4.9 1.0 0.5

55.7 12.4 2.7 0.7

18.4 66.0 13.2 1.8 0.6

4.2 45.8 20.8 25.0 4.2

9.5 50.0 35.7 4.8

就学前児童（N=596）

思う（n=203）

どちらかといえば思う（n=326）

どちらかといえば思わない（n=42）

思わない（n=24）

　妊娠や出産時の情報提供の充実をはじめ、保健・育児に関する様々な相談を担う「ネウボラ
ふちゅう」を広く周知し、妊娠期から出産、子育てまで切れ目のない支援への取組が必要です。
　家庭と保育所や幼稚園、保健福祉・医療機関など、関係機関との連携を深め、多様な相談へ
の対応の充実が求められます。

子どもの成長に伴い就労する母親が
増えていく傾向がうかがえます。

人口（人）
世帯数（世帯）
世帯人員（人 /世帯）

平成 27 年
51,923
22,332
2.33 

平成 28 年
52,012
22,477
2.31 
 

平成 29 年
52,090
22,599
2.30 

 

平成 30 年
52,140
22,706
2.30 

 

平成 31 年
52,142
22,882
2.28 資料：住民基本台帳（各年４月１日現在）

　　   （外国人を含む。）

近年、府中町全体の人口及び
子どもの人口は、緩やか増加で
推移しています。
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平成27 平成28 平成29 平成30 令和元 令和 2 令和 3 令和 4 令和 5 令和 6

3,128 3,189 3,267 3,288 3,169 3,107 3,094 3,171 3,132 3,107

実績 ← → 推計

地域がつながって　
子どもがのびのびと育ち
子育てにやさしいまちづくり

基本
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主な実施事業

主な実施事業

府中町の子育ての取組  ～体系図～

計画の内容

子育て家庭を支える環境づくり基本目標 1
　保育ニーズの高まりを踏まえ、それに対応した教育・保育施設の受入体制の充実を図るとともに、仕事と
家庭の両立（ワーク・ライフ・バランス）を推進し、働きながら子育てできる環境づくりを推進します。また、
様々な育児不安や悩みに対応できるよう、相談支援体制の充実を図ります。

教育・保育の提供（幼稚園・認定こども園・保育園）、保育提供体制の確保、障害児保育事業、保育士
の確保策、保育事業（時間外、休日、一時預かり、病児・病後児）、ファミリー・サポート・センター、
子育て短期支援事業（ショートステイ、トワイライトステイ）、プラチナ保育手当　など

基本施策 1 多様な子育て支援施策の充実

健やかな育ちを支える環境づくり基本目標 2
　安心して妊娠、出産に臨めるよう、妊娠期からのきめ細かなサポートを推進するとともに、妊産婦及び乳
幼児への健康づくりを支援します。また、子育てを学ぶ場の充実や親子の交流を深める機会を提供し、子育
ての孤立を防ぎます。

ネウボラふちゅうの機能強化、母子健康手帳交付時健康相談、産前・産後サポート事業、子どもの予
防的支援構築事業、すこやか赤ちゃん広場（ブックスタート事業）、乳児家庭全戸訪問事業、１歳６か月、
３歳児健康診査、あそびの広場（幼児教室）、妊婦等健康診査事業　など

基本施策 4 妊娠期からの切れ目のない支援

にこにこ赤ちゃん教室、子育て支援事業、家庭教育支援講座、親の力を学びあう学習プログラム講座、
つどいの広場、父親講座　など

基本施策 5 子育て支援のネットワークづくり

第２期からの新規事業

※ 子どもの予防的支援構築事業…子どもの育ちに関係する様々なリスクを表面化する前に把握し、予防
　 的な支援を届けることにより、子どもたちを守り、子どもたちが心身ともに健やかに育つことを目的
　 に事業を行います。
※ 家庭教育支援講座…公民館において、幼児教育等に経験豊富な講師を招き、子育てや子どもの発達に
　 ついて理論的かつ実際的な知識を得る機会を提供し、参加者同士の交流を図るとともに、育児などに
　 関する不安や悩みの軽減を図ります。
※ 子育て支援事業（親子でリトミック）…音楽脳と言われ、表現や創造力を養う右脳と、考えたり判断
　 や分析をする左脳の両方を刺激し、心身共に成長のバランスを促します。また、親子が共に体で表現
　 する楽しさを体感します。

第２期からの新規事業

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）、仕事と生活の調和に関する意識啓発、家庭教育フォー
ラム・講演会の開催　など

基本施策 2 働きながら子育てできる環境づくり

ネウボラふちゅうでの相談支援、地域子育て支援センターの機能強化、児童センター事業、養育支援
訪問事業　など

※ 保育提供体制の確保 … 既存の教育・保育資源を最大限活用し、その上で必要な認可保育所等を
    整備します。
※ 保育士の確保策 … 保育士の確保、定着を図るため、保育士に対する支援金などの事業実施を進めます。

基本施策 3 安心して子育てできる相談支援体制の充実

第２期から様々な新規事業の取組を始めました！

1

2

3

4

5

基本目標
基本施策 1 多様な子育て支援施策の充実

基本施策 2 働きながら子育てできる環境づくり

基本施策 3 安心して子育てできる相談支援体制の充実

子育て家庭を支える
環境づくり

基本目標
基本施策 4 妊娠期からの切れ目のない支援

基本施策 5 子育て支援のネットワークづくり

健やかな育ちを支える
環境づくり

基本目標
基本施策 6 配慮が必要な子育て家庭への支援

基本施策 7 経済的支援の充実

安心した暮らしを支える
環境づくり

基本目標
基本施策 8 安心して学ぶ環境づくり

基本施策 9 次代を担う若い世代の育成

心豊かな成長を支える
環境づくり

基本目標
基本施策 10 子育てに配慮した生活環境の整備

基本施策 11 子どもの安心・安全の確保

地域で子育てを支える
環境づくり
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ての孤立を防ぎます。

ネウボラふちゅうの機能強化、母子健康手帳交付時健康相談、産前・産後サポート事業、子どもの予
防的支援構築事業、すこやか赤ちゃん広場（ブックスタート事業）、乳児家庭全戸訪問事業、１歳６か月、
３歳児健康診査、あそびの広場（幼児教室）、妊婦等健康診査事業　など

基本施策 4 妊娠期からの切れ目のない支援

にこにこ赤ちゃん教室、子育て支援事業、家庭教育支援講座、親の力を学びあう学習プログラム講座、
つどいの広場、父親講座　など

基本施策 5 子育て支援のネットワークづくり

第２期からの新規事業

※ 子どもの予防的支援構築事業…子どもの育ちに関係する様々なリスクを表面化する前に把握し、予防
　 的な支援を届けることにより、子どもたちを守り、子どもたちが心身ともに健やかに育つことを目的
　 に事業を行います。
※ 家庭教育支援講座…公民館において、幼児教育等に経験豊富な講師を招き、子育てや子どもの発達に
　 ついて理論的かつ実際的な知識を得る機会を提供し、参加者同士の交流を図るとともに、育児などに
　 関する不安や悩みの軽減を図ります。
※ 子育て支援事業（親子でリトミック）…音楽脳と言われ、表現や創造力を養う右脳と、考えたり判断
　 や分析をする左脳の両方を刺激し、心身共に成長のバランスを促します。また、親子が共に体で表現
　 する楽しさを体感します。

第２期からの新規事業

放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）、仕事と生活の調和に関する意識啓発、家庭教育フォー
ラム・講演会の開催　など

基本施策 2 働きながら子育てできる環境づくり

ネウボラふちゅうでの相談支援、地域子育て支援センターの機能強化、児童センター事業、養育支援
訪問事業　など

※ 保育提供体制の確保 … 既存の教育・保育資源を最大限活用し、その上で必要な認可保育所等を
    整備します。
※ 保育士の確保策 … 保育士の確保、定着を図るため、保育士に対する支援金などの事業実施を進めます。

基本施策 3 安心して子育てできる相談支援体制の充実

第２期から様々な新規事業の取組を始めました！
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環境づくり
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環境づくり
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主な実施事業

主な実施事業

主な実施事業

第２期からの新規事業
※ 子ども家庭総合支援拠点の設置…子どもとその家庭及び妊産婦を対象に、実情の把握、子ども等に関
　 する相談全般から通所、在宅支援を中心とした、より専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による
　 継続的なソーシャルワーク業務の機能を担う拠点を整備します。

安心した暮らしを支える環境づくり基本目標３
　児童虐待防止対策やひとり親家庭への生活支援、障害児への支援など、配慮が必要な子どもや家庭への支
援を行い、安心して生活できる環境づくりを推進します。また、子どもの貧困対策を進め、家庭の経済環境
に左右されない生活を支援します。

子ども家庭総合支援拠点の設置、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、ひとり親家庭等入学祝金支給、特別児
童扶養手当、児童発達支援 など

基本施策６ 配慮が必要な子育て家庭への支援

子ども医療費助成、妊婦等健康診査事業、不妊検査・不妊治療費助成事業、就学援助費、副食費の補
足給付事業、専門的な相談窓口の整備、子ども食堂等への運営支援　など

基本施策７ 経済的支援の充実

心豊かな成長を支える環境づくり基本目標４
　安心して学び、遊べる子どもの居場所づくりを推進するとともに、多様な体験活動や体験学習を通じて、
次代を担う若い世代の健全な育成を図ります。

くすのきプラザ運営事業、児童センター事業、図書館活動、地域学校協働活動推進事業、放課後児童
健全育成事業（放課後子ども教室）、子どもの居場所づくり　など

基本施策８ 安心して学ぶ環境づくり

中学生の職場体験、教育相談室、スクールカウンセラーの派遣、心の教育相談、適応指導教室　など

基本施策９ 次代を担う若い世代の育成

地域で子育てを支える環境づくり基本目標 5
　安全で快適なまちづくりを通じて、子どもが安全に、安心して過ごせる生活環境を整備するとともに、子
どもが事故や犯罪に巻き込まれないよう様々な対策を推進します。

都市計画道路、街路等の整備、生活道路の維持管理、公営住宅の供給、青少年健全育成強調月間、見守り活動　など

基本施策 10

基本施策 11

子育てに配慮した生活環境の整備

遊具の点検・修理、交通安全教室、自転車教室、不審者情報連絡体制　など

子どもの安心・安全の確保

　「子ども・子育て支援法」に基づく、５年間の教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の見込み
量と確保方策を定める計画です。当町でも、今後５年間全ての子どもに質の高い幼児教育と保育をするため
に、これまでの就学前児童の状況を加味しながら「量の見込み」を定めました。

教育・保育事業の提供体制について

教育・保育事業 量の見込み

地域子ども・子育て支援事業　量の見込み

① 幼稚園及び認定こども園（３歳以上教育希望）

② 保育所及び認定こども園（３歳以上保育希望）

③ 保育所及び認定こども園＋地域型保育（０～２歳児）

④ 施設利用者合計　（①＋②＋③）
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心豊かな成長を支える環境づくり基本目標４
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次代を担う若い世代の健全な育成を図ります。
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基本施策９ 次代を担う若い世代の育成

地域で子育てを支える環境づくり基本目標 5
　安全で快適なまちづくりを通じて、子どもが安全に、安心して過ごせる生活環境を整備するとともに、子
どもが事故や犯罪に巻き込まれないよう様々な対策を推進します。
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計画の推進体制

　子ども達の健やかな成長を実現するためには、一人ひとりが子育て支援について理解し、子育
て家庭を見守り、支えていくための連携体制が重要になります。府中町の子どもがのびのびと育ち、
全ての子どもの輝く笑顔と健やかな成長を目指します。

　本計画の推進に当たっては、庁内の関係部署が十分な連携を図り、庁内横断的に様々な取組を推進する体
制の充実を図ります。また、それぞれの関係機関が柔軟にかつ十分に連携し、円滑な就学移行ができるよう
支援します。

　多様化する子育てニーズに適切に対応するためには、職員の資質や専門性の向上も必要です。更に、専門
職だけではなく、地域における担い手の育成、確保も重要です。地域全体で子育てを支援する意識の醸成を
図り、様々な主体が子育て支援に参画できる体制づくりを推進します。

　計画の推進に当たっては、施策の推進状況等について、各年度において庁内で点検、評価を実施するとと
もに、「府中町子ども・子育て会議」を適宜開催し、子育て支援の取組に対する実施状況を検証し、今後の
取組への反映に努めます。

1 庁内連携体制の充実

2 様々な主体による推進体制づくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3 計画の達成状況の点検及び評価　　　　　　　　　　　　　

府中町子ども・子育て
支援事業計画

第2期

概要版
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